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都市規模と民間委託及び地方財政〔1〕

吉　村 弘

Abstract

　The　aim　of　this　paper　is　to　indicate　the　general　tendencies　between　the　outsourcing

of　public　services　and　the　local　public　finance　in　view　of　city　size，　based　on　recent

Japanese　data。　The　main　results　are　as　fbllows．

　（1）In　the　smaller　city　than　the　number　of　200－300　thousand　inhabitants，　the　degree

of　outsourcing　of　public　services　increases　rapidly　as　the　city　size　becomes　larger．　In　the

larger　city　than　the　nulnber，　the　degree　of　outsourcing　continues　to　increase　moderately，

or　decreases　moderately，　in　dependence　on　the　item　of　outsourcing．（2）In　the　smaller

city　than　the　number　of　200－300　thousand　inhabitants，　the　public　expenditure　per　capita

concerning　the　outsourcing　decreases　rapidly　as　the　city　size　becomes　larger．　In　the　larger

city　than　the　number，　the　public　expenditure　per　capita　continues　to　decrease　moderately，

or　increases　moderately，　in　dependence　oll　the　item　of　expenditure．（3）The　public

expenditure　per　capita　conceming　the　outsourcing　decreases　straightly　as　the　degree　of
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1　はじめに

　本稿の目的は，最近のデータに基づいて，公共サービスの民間委託及びそ

れに関連する財政支出について都市規模の観点から考察し，都市規模，民間

委託，及び財政支出の間の一般的傾向性をファクト・ファインディングとし

て提示することである。

　本論に入る前に，まず現在，民間委託が問題とされるようになった背景に

ついて，実態経済，経済理論，及び経済制度改革の面から概観する。

2．現在における民間委託の背景

　公共サービスの民間委託は，民営化や規制緩和と軌を一にするものであり，

それは実態経済，経済理論，経済制度のそれぞれの背景をもつとみることが

できる。

2．1　実態経済の背景’）

　まず実態経済の面からみよう。

　規制緩和や民営化に対する実態経済上の背景を世界的動向の中でみると，

2つの背景が考えられる。第1の背景は，1970年代の石油危機以後，先進国の

実態経済の成長力が低下し，「豊かな社会」での持続的成長，あるいは福祉

社会での持続的成長のためには経済に活力を取り戻す必要があることが認識

されはじめたことである。これには，さらに2つの面がある。1つは，戦後，

先進国はケインズ政策によって不況をコントロールすることにおいて一定の

成果を収めたものの，そのために行われた多額の政府支出が恒常化し，公的

部門の肥大化を招いたことに対する反省がある。それはまた，選挙の洗礼を

　本稿は，文部科学省科学研究費（基盤研究（C）（2））「サービス経済化時代における都市集

積の経済性に関する実証的研究」（課題番号：13630064）による研究成果の一部である。

1）文献［3］［4］［5］［8］参照。
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受ける民主主義下でのケインズ政策は，不況期の財政赤字を好況期において

回収して財政膨張を抑制するという本来のケインズ政策の姿をとることがで

きず，好況期でさえも財政膨張政策を抑止することに失敗したことを意味す

る。2つ目は，その財政膨張の結果肥大化した公的部門のサービスは民間部

門に比して低効率，すなわち高コストあるいは低サービスという認識が広く

行き渡った点である。

　第2の背景は，近年の技術革新，とくに交通通信技術の発展が従来の公的

規制に支えられた産業組織に変革を迫ることとなった点である。とりわけ日

進月歩で高度化してきた情報通信技術は，ニュービジネスを生み出す多様な

可能性を秘めているにもかかわらず，公的規制によって，その可能性が妨げ

られているという認識が広く認められるようになった。

　このように，実態経済の成長力の低下と交通通信技術の進歩に直面して，

政府による経済への過剰な介入は経済発展をゆがめ，経済活力を弱体化させ

るという認識，あるいは，高度消費社会における高度化多様化したニーズに

応えるためには，また，活力ある福祉社会の実現のためには，過剰な政府の

介入を是正するべきであるという認識が先進国において浸透してきた。

　以上の世界的な背景に加えて，日本においては，2つの追加的な背景があ

る。第1は，日本経済の高コスト構造，とりわけサービス産業における高コ

スト構造である。この高コスト構造を改善しないと，グローバリゼーション

の中で国内外の企業の日本での立地が進まなくなり（ニュービジネスの事業

展開の遅れ），あるいは外国へ流出してしまうこと（いわゆる産業空洞化）

を避け得ないが，その高コスト構造の1つの原因が政府による過剰な規制に

あるという訳である。

　追加的背景の第2は，バブル崩壊後の失われた十数年間に明らかになって

きた日本型システムの欠陥を変革するためには従来の行財政制度の改革が必

要という認識である。あるいは，従来型の財政金融政策では対応し得ない構

造的問題に対する構造改革・制度改革の必要性が広く認識されてきたといっ

てもいい。
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2．2　経済理論の背景2）

2．2．1規制の根拠

　規制緩和・民間委託の理論的背景について，最初に規制の根拠をみる。こ

れには経済的根拠と経済外的根拠の2つがある。

　まず第1の経済的根拠とは，規制の根拠を経済効率性の観点に求めるもの

で，効率志向型規制といわれることもある。これは，さらに，完全競争市場

の条件が満たされない場合と，市場の普遍性が満たされない場合とに分けら

れる。

　まず前者は，規模の経済が存在する場合の自然独占，その他地理的歴史的

事情による独占・寡占，情報の不完全性，過当競争などが知られている。こ

こに情報の不完全性とは，薬品のような商品についてみられるように消費者

が財・サービスに対して情報を十分もっていない場合，あるいはタクシーの

ように最初に来たタクシーに乗りがちとなって情報を十分吟味して選択する

ことが実質上できない場合などを指す。

　次に後者の，市場の普遍性が満たされない場合としては，外部経済性，公

共財，不確実性の存在がある。外部経済性は，公害に象徴されるように，経

済主体の活動が市場を経ないで直接に他の経済主体に影響を及ぼす場合であ

り，この場合には私的費用と社会的費用の乖離が生じ，それを償うために規

制を行うというものである。公共財は，それのもつ排除不可能性及び共同消

費の性格の故に，市場機構によって効率的な資源配分を達成することが困難

となり，そのために規制が必要となる。また不確実性は一般的に効率的資源

配分をゆがめるが，とくに幼稚産業保護論にみられるように，現在は効率的

でない産業も将来の役割を考慮すると規制によって保護しておく方が長期的

には効率的であるという場合があるが，不確実性のもとではその正確な判断

は困難となる。

　他方，規制の経済外的根拠とは，経済効率性ではなく，公平性・安全性な

2） 文献［1］［2］［3］［5］［7］参照。
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ど何らかの社会的な価値判断に基づいて規制を行うもので，価値実現型規制

といわれることもある。これには，社会的弱者保護の観点から所得再分配政

策（規制），中小小売業者を保護する（かつての）大店法，また，公平性の

観点から内部補助を行わせるような規制，さらに，環境保全・安全性のため

の規制がある。ここに，内部補助とは，ある財・サービスの価格をその費用

よりも高めに設定して，その超過利益によって他の財・サービスの価格をそ

の費用よりも低く設定することをいう。これは，たとえば都市部の運賃をそ

の費用より高めに設定し，逆にローカル線運賃をその費用より低めに設定し

て，結果として距離当たり全国一律料金を実現させるというような場合を指

す。

2．2．2規制緩和の根拠

　以上のような規制の根拠に対して，規制緩和の根拠として近年，「キャプ

チャード理論」と「コンテスタビリティ理論」という2つの新しい展開がみ

られる。

　もとより，規制緩和については，公共経済学でいう「市場の失敗」に対応

する「政府の失敗」，あるいはF．A．ハイエク，　M．フリードマンの流れをく

む「小さな政府」「新自由主義」などの背景があるが，ここでは，近年の規

制緩和に対して直接影響を与えた上記の2つの理論をみる。

　まずキャプチャード理論（捕獲理論，分捕り理論）は，G．J．スティグラー

によるもので，規制は市場の欠陥を補うために，あるいは公共目的のために

なされるという従来の規制の根拠を真っ向から否定し，規制は特定の経済主

体（業界）が政府を自分のために利用して，その成果を分捕るための手段で

あると考える。3）しがって，彼は，規制から利益を得ている特定の業界を明

3）G．J．スティグラー［1］では次のように述べられている。

　・「規制立法のための市場，すなわち政治的市場が確かに存在する」（訳書，vii頁）

　・「カルテを形成することでほかの産業より多くの利益を得る産業があるように，国から

与えられる恩恵，たとえば補助金，あるいは企業の参入や価格の統制によって，ほかの集

団より多くの利益を得る立場にある集団（産業，職業）が存在する」（訳書，viii頁）
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らかにするために，規制の効果を測定することに精力をつぎ込んでいる。

　規制緩和に対するもう一つの理論，コンテスタビリティ理論は，近年の規

制緩和に最も大きな影響を与えたものであり，W．J．ボーモルによる。コンテ

スタブルな市場とは企業の参入・退出にかかる費用が無視できるような市場

のことであり，そのため，常に新規参入の機会をうかがっている潜在的競争

者が存在し，既存企業の利潤が正であれば新規参入があることとなり，均衡

においては利潤はゼロとなる。したがって，たとえ規模の経済のために自然

独占が存在したとしても，市場がコンテスタブルであれば，政府の介入・規

制なしに効率的な資源配分が達成される可能性がある。コンテスタビリティ

理論が，完全競争条件が成立しない場合でも，政府介入・規制をしない方が

良いパフォーマンスが得られる可能性を示したことの意義は大きい。

2．3　経済制度の背景4）

　最後に，規制緩和や民営化に対する経済制度上の背景をみる。

　グローバリゼーションが進展する中で，行政改革は世界各国に共通する課

題である。現在，各国ともそれぞれの地理的歴史的背景の違い，また文化的

社会的環境の相違にもかかわらず，行政の制度・組織・運営を効率的にする

必要性という点では共通認識がある。そのため，各国において，中央・地方

を問わず，行政組織の統廃合・簡素化，エージェンシー化，規制緩和，市場

化テスト，民営化などが模索されている。本稿のテーマである公共サービス

の民間委託も，この範疇に含まれる。

　・「大きな利益と少ない費用が共存する分野では，早くから強力な公的規制が存在してい

る」（訳書，viii頁））

　・「…　原則として，規制は業界によって獲得され，主としてその利益に適うように設

計され運営される」（訳書、179頁）

　　「国家は，資源の物理的移動や，家計と企業の経済的意志決定を，彼らの同意を得ずに

定めることができる。国家がこれらの権限をもつが故に，逆に産業が，自らの利益のため

に国家を利用する道が開かれるのである」（訳書，182頁）なお，その国家を利用する道の

一つとして参入規制や価格統制を挙げている。
4＞ 文献［13］～［22］参照。



都市規模と民間委託及び地方財政〔1〕 （97）－7一

　このうち海外の動向は別の文献に譲り，本稿では我が国の制度改革に限定

し，規制緩和及び民間委託について概観する。5）

　我が国の現在の地方分権・地方行革は，確かに臨時行政調査会や臨時行政

改革推進審議会に端を発するものではあるが，それが急進展するのは，地方

分権推進委員会の第2次勧告（平成9年7月）以降である。このことは，文献

［27］において明らかにしたとおりである。以下でみるように，本稿の主題で

ある民間委託もその例外ではない。

　当時の自治省は，平成9年11月14日「地方自治・新時代に対応した地方公

共団体の行政改革推進のための指針の策定について」（自治整第23号）を事

務次官名で各都道府県知事及び各指定都市市長宛に通知し，そのなかで，

「地方分権推進委員会の勧告を踏まえ，…　　指針を作成した」旨を明らか

にしている。規制緩和及び民間委託は，この「指針」の「第2　行政改革推

進上の注意事項について」のなかの「1．事務事業の見直し関係」において，

「（2）規制緩和の推進」「（3）民間委託等の推進」として位置づけられている。

すなわち，規制緩和については，「地方公共団体の許認可等の規制について

は，民間活力の維持向上，住民負担の軽減，行政事務の簡素化等の観点から

廃止，緩和等その見直しを図ること」とし，また民間委託については「行政

運営の効率化，住民サービスの向上等を図るため，民間委託等の実施が適当

な事務事業については，地域の実情に応じ，積極的かつ計画的に民間委託等

を推進すること」とされている。

　その後，平成11年4月27日の閣議決定「国の行政組織等の減量，効率化等

に関する基本的計画」において，「廃止，民営化又は民間委譲の措置を講ず

る」事務及び事業が列挙され，さらに「包括的民間委託」の採用も検討する

業務が示されている。前者としては，農林水産省食糧事務のうち食糧検査の

民営検査への移行，アルコール専売の廃止，通産省工業技術院標準実施部門

の規格作成業務の民間委譲（国が行わざるを得ない業務を除く）など含まれ

る。また，包括的民間委託とは，「一連のまとまりとして包括的に民間に委

5＞ 海外の規制緩和・民間委託については文献［6］［9］［10］参照。
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託する手法」であり，これには社会資本整備，情報処理，統計の処理，国有

財産管理，営繕，設備施設等の管理業務，各種検査検定業務，各種国家資格・

認定業務，国際交流業務，普及啓発業務・広告活動，警察庁の地方機関の通

信業務，などが含まれる。

　平成11年12月24日の中央省庁等改革推進本部事務局「営繕，設備・施設等

の管理業務等に係る民間委託の推進状況及び今後の方針について」では，上

記の「計画」（平成11年4月27日閣議決定）の推進状況をとりまとめると同時

に今後の方針が示されている。同様に，平成12年1月24日総務庁「「統計」の

処理等」に係る民間委託の推進状況及び今後の方針について」においても，

推進状況と今後の方針が示されている。

　平成12年12月1日閣議決定「行政改革大綱」では，「V　中央省庁等改革の

的確な実施」の「2　行政の組織・事務の減量・効率化」において，上記の

「計画」等に沿って，「廃止，民営化，民間委託，独立行政法人化等の減量，

効率化等を引き続き着実に推進することとし，毎年度の予算編成過程におい

て，逐次その具体化を図る」とされている。

　最近，政府の規制改革・民間開放推進会議は，中間とりまとめを決定し，

「市場化テスト」の導入を提言した（平成16年8月3日）。市場化テストは，官

業の民間への開放を促すため，官と民との競争入札によって価格・質の両面

から優れている方に行政サービスを任せる制度である。入札に際しては，官

も，民と同様に，費用計算を開示しなくてはならない。公共サービスの費用

が明らかになる意義は極めて大きい。民間委託は個人情報の扱いなど慎重を

要する点もあるが，今後の展開に注目したい。

　以上のような国レベルの外部委託の進展に伴って，地方レベルでも民間委

託が進みつつある。すなわち，上記の「指針」（平成9年11月14日）を示した

後，総務省は，まず都道府県について「都道府県・政令指定都市における事

務の外部委託の状況（平成14年12月1日現在）」を調査公表し，次いで市区町

村についても「市区町村における事務の外部委託の実施状況（平成15年4月1

日現在）」を公表している。さらに，平成16年3月25日「地方公共団体におけ
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る事務の外部委託の実施状況の調査結果等を踏まえた民間委託等の推進の観

点からの事務事業の総合的点検について（通知）」（総行整第9号）において，

地方公共団体の外部委託の実施状況の調査結果を知らせると同時に，総務省

自治行政局長名で各都道府県知事宛に「民間委託等の推進の観点から改めて

事務事業の総合的な点検」を行うよう通知している。

　もとより都道府県，市区町村においてもそれぞれ民間委託の取り組みがな

されているが，それを包括的に比較できる資料は少なく，今回本稿で利用す

る日経新聞社の調査はその数少ない資料の一つである。

　なお，規制緩和の経済効果やサービスの公共・民営比較に関する研究も進

んでいるが，本稿では扱わない。6）

3．資料及び民間委託分野・項目と歳出項目の対応

　以下において都市とは，行政区画としての市区を意味し，その規模の尺度

としては人口数を採用する。都市規模を人口で測ることの妥当性については

拙稿［25］［26］等を参照されたい。

　人口数は住民基本台帳登録人口（平成15年3月31日現在）である。歳出項

目に係るデータは文献［23］（財）地方財務協会『市町村別決算状況調』（平

成14年度）による。また，公共サービスの民間委託度は次の資料による。

　文献［24］「全国市区調査「進化する自治体の民間委託」」日本経済新聞社・

日経産業消費研究所『日経グローカル』No．2（2004．4．19）

　この調査は，全国的規模で行われた包括的な民間委託状況の調査として優

れたものであり，資料としての価値が高い。調査の概要は以下の通りである

が，詳しくは原資料を参照されたい。

　調査名：「全国市・区の民間委託に関する調査」

　調査期間：2004年2月中旬～3月初旬

　調査対象：全国全市区（681市・東京23区，計704市区）

6）

規制緩和の経済効果等については文献［11］［12］参照。
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　有効回答数（率〉：579市・23区，計602市区（85．5％）

　調査対象事務事業：可燃ゴミをはじめ35の事務事業1＞

　ここで，調査方法について，以下の点に注意されたい。

　1．事務事業（＝業務）の民間委託の程度をみるために，各業務の経営形

態を「全面民営化」「一部民営化」「全面委託」「一部委託」「直営」に分類し，

さらに，「一部委託」は従事する関係総人数（または施設数など）に占める

委託人数（または委託施設数など）の比率が50％以上と50％未満に分け，

「直営」は「すべて正規職員」「嘱託・パートなど非正規職員の活用」（非正

規職員比率が50％以上と50％未満の2種類）の3種類に分類されている。

　2．当該自治体出資の第3セクターは民間委託先に含めるが，第3セクター

を除いた社団法人や財団法人など外郭団体は含めない。

　以上の方法によって行われた調査であるが，本稿では，それ基づいて導出

された偏差値を用いる。偏差値に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1　民間委託の分野・項目と歳出項目の対応

ついては次の点に注意されたい。

　1．民営化の程度を次のように点

数化して偏差値を求める。全面民

営化＝5，一部民営化＝2，全面民

間委託＝4．5，実施率50％以上の一

部民間委託＝2，実施率50％未満の

一部民間委託二1，すべて直営（嘱

託・パート活用を含む）；0，民営

化・民間委託の具体的な計画があ

る＝0．5，具体的な計画はないが，

民営化・民間委託を検討中＝0．2，

民営化・民間委託は考えていない＝

0，法令等の制約で民営化・民間委

託ができない＝0。

　2．調査した全項目（35項目）の

民間委託 民間委託項目 民間委託関連
業務分野 （共通項目） 歳出項目

本庁舎受付・総合案内

本庁舎清掃

本庁舎
関遼業務

本庁舎警備

本庁舎電話交換
総務管理費

特別職用車運転手

本庁舎内部での印刷

可燃ゴミ収集
インフラ

関連管理
　業務

不燃ゴミ収集

粗大ゴミ収集

清掃費
土木管理費

道路測量・現況地図作成

公立学校校務員

教育 学童保育 教育総務費
関連管理 学校給食・調理 体育施設費

業務 保育所管理運営 学校給食費

体育館管理運営

施設関連
運営業務

公園管理運営

図書館管理運営

公園費

住宅費

市営住宅管理運営 社会教育費

　行政
システム

関連業務

窓ロ事務
コンピュ汐一システム管理運営

戸籍住民基本
台帳費
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うち，「一部事務組合や外

郭団体に委託，または該当

する業務はない」に回答し

た自治体と無回答自治体を

合わせた自治体数が全回答

自治体数に占める比率が10

％以下の項目を「共通項目」

とよぶ。

3．共通項目は20項目あ

り，それを表1に示す。

4．共通項目を5つの民間

委託業務分野にまとめ，そ

の分野と歳出項目との対応

を表1に示す。この民間委

託業務分野と歳出項目の対

応はできる限り慎重に行っ

たが，しかし，もとより十

分なものではなく，1次接

近としてなされたものであ

り，今後再検討される必要

がある。

5．本稿の分析は上記の

民間委託業務分野（5分野）

とその「合計」の計6ケー

スの偏差値について行う。
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4．都市規模と民間委託度及び人ロ当たり歳出額（「合計」）

　まず，表2のように，全国602市区を人口規模によって14の都市階層に区分

し，民間委託度，民間委託関連歳出項目の人口当たり歳出額，及び，その両

者の比率について，階層ごとに平均を求める。

　このうち，全体の傾向をみるために，はじめに「合計」について考察する。

　表3は，民間委託度（合計）の上位25市区，下位25市区を示す。最高の春

日市（福岡県）と最低の下田市（静岡県）では，偏差値でみて4倍の格差が

ある。福岡県内の小都市が上位を独占していること，上位都市が関東地方に

比較的多いことに気づく。逆に，下位の都市は熊本，兵庫，山口，愛知に3

都市ずつ存在するけれども目立った特徴は見いだしがたい。上位下位ともに，

この段階では，都市規模でみて特徴的な点を見いだすことはできない。

表3　民間委託度（合計）の上位25市区、下位25市区（2004年）

順

位
人ロ

（万人）

民間委託
度（合計）

（偏差値）

順

位
人ロ

（万人）

民間委託
度（合計）

（偏差値）

萎羅i翻雛箒市耀 10．8

5．7

8．3

9．5

8．2

80．5

79．0

77．7

76．6

75．7

1

12345

天署壽縫

器幕i難

2．7

3．8

8．9

16．5

4．8

21．1

21．3

24．1

25．1

26．6

β 1灘i難袖ケ浦市i千葉 13．4

11．7

5．5

11．4

6．0

74．6

74．1

73．4

73．4

72．6

678910

長浜市　i滋賀
　　　　　i青森十和田市

灘i酪小野田市　　　　　…山ロ

58
6．3

32．7

11．9

4．5

26．6

27．3

27．3

27．5

27．6

上
　位　25　市　区

醤魏鑛遠野市　　　　i岩手つくば市　　　　i茨城四街道市i千葉

10．6

3．9

28
18．5

8．4

72．3

72．1

71．4

70．8

70．8

下

位

25市区

11

12

13

14

15

龍野市　i兵庫西脇市　　　　　i兵庫

懸il藝

4．1

3．8

4．3

99
1．9

29．1

29．9

29．9

30．4

30．8

ハ 贈i善攣三郷市　i埼玉

謡幕i欝

5．6

9．2

12．8

16．8

12．2

70．8

70．7

70．2

69．7

69．7

16

17

18

19

20

熊野市　　i三重

辮田市韓
耀場市酷

2．1

1．8

3．0

3．3

5．5

31．3

31．8

32．0

32．2

32．2

鵠幕i藁叢

套翼講

5．2

16．5

6．9

9．7

36．3

69．5

69．5

69．3

69．0

69．0

21

22

23
24

25

12．9

4．0

4．5

4．7

40．3

32．5

329
32．9

33．1

33．2
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民
間3・85

都市の人ロ規模と民間委託度
　　（合計．偏差値）両対数

～y＝－O．0279x2＋0，1633x＋3．7057

自由度調整済決定係数＝0．5016

　　　　18．6万人

当

た55

歳50

総45
額

　40
万
円

民間委託度（合計、偏差値）と

　人ロ1人当たり歳出総額

X人ロ2万人乗満

　　　　　　　y＝－2．2425x＋149．23
　　　　　自由度調整済決定係数＝0．5477

2～3万人

100万人以上

鄭
　　10～15万
15A－20万人

44　　　　　　48　　50

　民間委託度（合計、偏差値）

図1－2都市の人ロ規模と人ロ当たり歳出総額
　　　　　　　　　　両対数

　人4．0

万当
円た3．8
ノ

人歳

y＝O．1032x2－0．6369x＋4．4138

自由度調整済決定係数＝　O．9424

　　　　3，09
2　　　　3　　　　4

1n人ロ規模（万人）

5

図1　都市の人ロ規模と（民間委託度／人ロ当たり

一 4　　　　　歳出総額）比率、両対数
　　　　　　　民間委託度（合計、偏差健）
　　　　　人ロ当たり歳出総額（百万円／人）

5．4

　1　5．2

当n
た（5．0
り民

歳間
　　4．8出委

紹託
額度4・6

－ ／
比　　4．4

率人
　口　4．2

4，0

6

0

　　y＝－O．1311x2＋0．793x＋3．9521

　　自由度調整済決定係数二〇．9239

　　　　　　　20．6万人

　　　　　　　3．031　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6

　　　1n人口規模（万人）

しかしながら，図1－1のように，横軸に人口規模（対数値）をとり，縦軸

に民間委託度（対数値）をとると，「上に凸の両対数2次式」の関係を認める

ことができる。この関係は，表4（1）に示すように，自由度調整済決定係数＝

0．5016，F値＝7．54であり，回帰式は有意水準0．01で有意である。また，定

数項及び係数のt値はいずれも有意水準0．01で有意であるに十分なほど大き

い。

図2－1は，図1－1の縦横両軸の対数軸を改めて，通常の実数軸にしたもので

ある。これからわかるように，民間委託度（合計）は，都市規模の増大につ

れて，はじめ急激に上昇し，人口18．6万人で最大値に達し，その後緩やかに

低下する。

これに対して，人口当たり歳出額は逆の傾向を示す。すなわち，図1－2の
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図2　都市の人ロ規槙と（民間委託度／人ロ当
一一 4　　　　　たり歳出総額）比率
　　　　　民間委託度（合計、偏差値）
　　　　人口当たり畿出紹額（百万円／人）

，lii

正合8°　　X蝦召、（12’5°）（5°’53’

率当60　　　　　　　　　Y＝ln（民間委託度／人ロ当
　た　40　　　　　　たり艦出総額）
　　　　　　　　　FR2＝O．9239　（F＝79．86）　り　20

　　　0
　　　　0　28α6ua　6。　80　10。
　　　　　　　　　人ロ規模（万人）

ように，対数表示の人口規模と対数表示の人口当たり歳出総額は，「下に凸

の両対数2次式」の関係がある。7）この関係も，表5（1）に示すように，その

回帰式及び定数項，係数のすべてについて，有意水準0．01で有意である。そ

れを通常の実数軸で示したのが図2－2である。都市規模の増大につれて，は

じめは人口当たり歳出総額は急激に減少し，21．9万人で最小値に達して，そ

の後緩やかに増大する。

　そこで，民間委託度と人口当たり歳出総額の関係をみたのが図1－3である。

この図は，人口2万人未満の都市階層が他の階層から少し離れているので注

意を要するが，それを除いても，右下がりの傾向が見られる。人口5万～20

7）

拙著［26］参照。
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万人程度の中小都市の一群が右下に位置し，民間委託度が高く，人口当たり

歳出総額が低い。これに対して，人口5万人未満の小都市と100万人以上の巨

大都市は，逆に民間委託度が低く，人口当たり歳出総額が高い。

　このように，民間委託度と人口当たり歳出総額の間には，「右下がりの1次

式」の関係がみられる。その関係は，表6（1）及び図2－3に示すように，その

回帰式及び定数項，係数のすべてについて，有意水準O．Olで有意である。こ

れより，「一・般に民間委託度が高い都市ほど人口当たり歳出総額が小さい」

ことがわかる。

　ここで，（民間委託度／人口当たり歳出総額）比率を考える。これは，人

口当たり歳出総額と比較した民間委託度である。この比率（対数表示）と，

都市規模（対数表示）との関係をみると，図1－4に示すように，「上に凸の両

対数2次式」の関係がみられる。すなわち，図2－4のように通常の実数軸（対

数表示でない）で表すと，都市規模の増大につれて，はじめはこの比率が急

上昇し，やがて20．6万人で最大値に達し，以後緩やかに低下する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下次号）


